
奄美市公共施設改定内容一覧（文化ホール）

現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

9時～12時 22,000
13時～17時 38,500
18時～21時半 49,500
9時～21時半 96,800
9時～12時 27,500
13時～17時 47,300
18時～21時半 60,500
9時～21時半 117,700
9時～12時 26,400
13時～17時 46,200
18時～21時半 56,100
9時～21時半 116,160
9時～12時 33,000
13時～17時 56,760
18時～21時半 72,600
9時～21時半 141,240
9時～12時 28,600
13時～17時 50,040
18時～21時半 64,340
9時～21時半 125,840
9時～12時 35,740
13時～17時 61,480
18時～21時半 78,640
9時～21時半 153,000
9時～12時 33,000
13時～17時 57,740
18時～21時半 74,240
9時～21時半 145,200
9時～12時 41,240
13時～17時 70,940
18時～21時半 90,740
9時～21時半 176,540
9時～12時 44,000
13時～17時 77,000
18時～21時半 99,000
9時～21時半 193,600
9時～12時 55,000
13時～17時 94,600
18時～21時半 121,000
9時～21時半 235,400

ホール

19,100

20,700

25,5001時間

10,400

12,800

12,100

15,300

13,500

16,600

15,5001時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

土・日曜日及

び休日

施設名称

振興会館

現行の区分

入場料

その他

これに

類する

金銭を

徴収し

ない場

合

平日

土・日曜日及

び休日

500円

未満の

入場料

を徴収

する場

合

平日

土・日曜日及

び休日

1,000

円以上

2,000

円未満

の入場

料を徴

収する

場合

500円

以上

1,000

円未満

の入場

料を徴

収する

場合

平日

土・日曜日及

び休日

平日

土・日曜日及

び休日

2,000

円以上

3,000

円未満

の入場

料を徴

収する

場合

平日

学びスポー
ツ推進課



9時～12時 66,000
13時～17時 115,500
18時～21時半 148,500
9時～21時半 290,400
9時～12時 82,500
13時～17時 141,900
18時～21時半 181,500
9時～21時半 353,100
9時～12時 540
13時～17時 760
18時～21時半 880
9時～21時半 1,980
9時～12時 540
13時～17時 1,100
18時～21時半 1,420
9時～21時半 3,080
9時～12時 760
13時～17時 880
18時～21時半 1,100
9時～21時半 2,520
9時～12時 540
13時～17時 760
18時～21時半 980
9時～21時半 2,080
9時～12時 2,200
13時～17時 3,520
18時～21時半 4,400
9時～21時半 9,120
9時～12時 1,640
13時～17時 2,200
18時～21時半 3,300
9時～21時半 6,380
9時～12時 1,100
13時～17時 1,640
18時～21時半 2,200
9時～21時半 4,400
9時～12時 1,980
13時～17時 3,080
18時～21時半 4,180
9時～21時半 8,240
9時～12時 880
13時～17時 880
18時～21時半 880
9時～21時半 1,980
9時～12時 540
13時～17時 540
18時～21時半 540
9時～21時半 1,100

学びスポー
ツ推進課

ホー
ル附
属施
設

ホール

3,000

円以上

の入場

料を徴

収する

場合

870

250

160

290

260

220

960

680

470

31,100

38,300

210

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

第1リハーサル室

第2リハーサル室

練習室

音楽専用室

浴室

シャワー室

土・日曜日及

び休日

第1楽屋・第2楽屋・第

3楽屋・第4楽屋

第5楽屋

第6楽屋

第7楽屋・第8楽屋

平日



9時～12時 1,640

13時～17時 2,200
18時～21時半 2,740
9時～21時半 5,280
9時～12時 1,860
13時～17時 2,420
18時～21時半 3,300
9時～21時半 6,040
9時～12時 2,200
13時～17時 3,300
18時～21時半 4,060
9時～21時半 7,700
9時～12時 1,980
13時～17時 2,740
18時～21時半 3,840
9時～21時半 6,820
9時～12時 1,640
13時～17時 2,200
18時～21時半 2,740
9時～21時半 6,040
9時～12時 3,300
13時～17時 4,400
18時～21時半 5,500
9時～21時半 12,100
9時～12時 2,200
13時～17時 2,740
18時～21時半 3,300
9時～21時半 7,700
9時～12時 1,100
13時～17時 1,640
18時～21時半 2,200
9時～21時半 4,400
9時～12時 1,100
13時～17時 1,640
18時～21時半 2,200
9時～21時半 4,940
9時～12時 540
13時～17時 540
18時～21時半 1,100
9時～21時半 3,300
9時～12時 5,500
13時～17時 8,800
18時～21時半 11,000
9時～21時半 22,000

その
他の
施設

学びスポー
ツ推進課

学びスポー
ツ推進課

810

630

1,260

790

470

470

630

720

910

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

210

2,390

1時間

1時間

1時間

1時間

野外ステージ

1万人広場

1万人広場（商業宣伝，

営業又はこれに類する

場合）

第1会議室

第2会議室

和室

茶室

ギャラリー

ホワイエ

ロビー

展示コーナー



現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

18000

30000

31200

650

840

550

710

500

650

600

780

600

780

330

420

330

420

330

420

650

840

750

970

2000 ― 2,600

550

550

715

マチナカギャラリー 1日

その他教育委
員会が指定す
る場所

午前9時～午後1時

1時間 150午後1時～午後5時

午後5時～午後9時

小多目的室
午前9時から午後5時まで

1時間 750
午後5時から午後9時まで

工芸室
午前9時から午後5時まで

1時間 860
午後5時から午後9時まで

中多目的室２
午前9時から午後5時まで

1時間 1,140
午後5時から午後9時まで

中多目的室３
午前9時から午後5時まで

1時間 1,140
午後5時から午後9時まで

午後5時から午後9時まで

大多目的室２
午前9時から午後5時まで

1時間 1,380
午後5時から午後9時まで

中多目的室１
午前9時から午後5時まで

1時間 1,140
午後5時から午後9時まで

1時間 6,600

学びスポー
ツ推進課

正午～午後5時

午後5時～午後9時

大練習室
午前9時から午後5時まで

1時間 750
午後5時から午後9時まで

小練習室
午前9時から午後5時まで

1時間 630
午後5時から午後9時まで

控室
午前9時から午後5時まで

1時間 580
午後5時から午後9時まで

大多目的室１
午前9時から午後5時まで

1時間 1,380

施設名称

市民交流センター

現行の区分

マチナカホール

9時～正午


